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令和２年４月 30 日に臨時会が開催されました  補正予算 511 億 781 万円 

新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主に対する事業継続や事業再開

に向けた取組を支援することを目的として 20万円(県内の複数事業所を休業している場合は 30万円)を給付する 

埼玉県中小企業・個人事業主支援金 予算額 121億円が可決・成立 
 

 

支給要件は次の全てを満たす必要があります 

① 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること 

② 緊急事態措置実施前（令和 2年 4月 7日以前）から必要な許認可を取得し、事業活動を行っていること 

③ 令和 2年 4月 8日から令和 2年 5月 6日までの間に※20日以上県内の事業所を休業していること 

④ この支援金を重複して申請していないこと 

⑤ 令和 2年 4月 8日から令和 2年 5月 6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと 

⑥ 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、 

その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと 

 

 

休業日数の内容 日数換算 

新型コロナウイルスの影響による臨時休業日 １日 

新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日（※） １日 

売り上げがなかった日 １日 

営業時間を短縮した日 0.5日 

店内営業の休止（デリバリーやテイクアウトのみの営業） 0.5日 

（※）令和２年４月 8日から１７日までに定休日などの休業日が０日または１日の場合、２日休業したものとしてカウントできます。 

 

 

① 本人確認書類(個人事業主のみ）      運転免許証、パスポート、健康保険証など 

② 令和 2年 4月 7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類 

        （直近の確定申告書の控え、法人県民税等の領収証書、個人事業税等の納税証明書など） 

③ 事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類（該当する場合のみ） 

                   飲食店営業許可、酒類販売業免許など 

④ 令和 2年 4月 8日から令和 2年 5月 6日までの間の休業等の状況が分かる書類 

（ホームページの告知、店頭ポスター、チラシなど対外的にその事実を周知していることが分かる写真） 

⑤ 令和 2年 4月 8日から令和 2年 5月 6日までの間の売上げがない日が分かる書類 

    (該当する場合のみ)売上帳簿、事業収入額を示した帳簿など  

⑥ 支援金の振込先の通帳等の写し  

討議資料 

申請に必要な書類  電子申請が原則ですが簡易書留など追跡可能な郵送でも受付けます 

受付期間 令和 2年 5月 7日(木曜日)～令和 2年 6月 15日(月曜日)まで 

※20日以上の休業日数のカウントは以下の通りです 



プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 45年鴻巣市本町生まれ/鴻巣幼稚園/鴻巣東小学校/鴻巣中学校/埼玉栄高校（ｻｯｶｰ部）/亜細亜大学経済学部

国際関係学科卒/セントラルワシントン大学ＡＵＡＰ課程修了/鴻巣幼稚園保護者会副会長/鴻巣東小ＰＴＡ副会長/鴻巣

市商工会青年部第 31代部長/第 8回こうのす花火大会代表/鴻巣市消防団第 2分団員（23年目）/鴻巣市議会議

員 2期/埼玉県議会議員 2期目/企画財政委員/少子・高齢福祉社会対策特別委員/家族・妻・長女・長男・愛犬レオ 


